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令和７年度登録の前橋市景観資産について

・見開きで、１件の受付物件を掲載しています。

・左ページには、申請書又は推薦書に記載されている情報等を掲載しています。

・右ページ上部には、申請者又は推薦者が添付した写真や、事務局が撮影した

写真又は視点場図を掲載しています。

・右ページ下部に、事務局による意見を記しています。

景観カルテの見方

左ページ 右ページ

申請者

又は

推薦者

による情報

写真

又は

視点場図

要綱所管課の意見

景観資産の登録要件
１ 申請者

建造物等・樹木については、所有者からの申請が必要

２ 各種別の登録基準

(1) 建造物等

道路等公共の場所から望見することができ、歴史的・文化的価値を

有するもの又は地域のランドマークとなっているもので、地域の良好な

景観形成に寄与している建造物等

(2) 樹木

道路等公共の場所から望見することができ、地域の良好な景観形成に

寄与する天然木等（森林や並木を除く。）

(3) 風景と視点場

地域固有の良好な景観形成を表す、次に掲げる風景及びそれを望見

できる道路等公共の視点場

①豊かな自然により構成される風景②歴史・文化の蓄積を感じられる

風景③市民活動の醸成により生まれた風景④地区を代表する個性を

持った風景⑤その他市民に親しまれている本市を代表する風景



　前橋市景観資産登録制度　令和７年度受付物件一覧

受付
№ 名　称 所在地 種　別 ページ 事務局意見

1 日枝神社 山王町14-2 建造物 1 ○

2 蒼海宿 元総社町1378-1 建造物 3 ○

　事務局意見…事務局において、左記の要件から、登録に適しているかを判断した。

　　〇…登録に適している　△…現状では登録に適さない　×…登録に適さない

○3
赤城山外輪山等から見る大沼・小
沼・覚満淵と赤城山外輪山との眺
望

富士見町赤城山地内 風景と視点場 5



様式第9号（第3条関係）

受付番号

種類

内容

名称

所在地

所在地の景観類型の地区

所有者名

所有者住所

所有者連絡先

景観資産の内容

建築（設置等）の年代等

位置・範囲

立面図

平面図

その他

構造等

望見できる場所

申請書の有無

登録申請する理由

 日枝神社は社殿のみならず、御神燈や手水舎等の石造物が配置されてお

り、歴史的な価値が高い。また氏子や自治会等による日常的な清掃や、絶

え間ない参拝者の様子から、神社境内全体を貴重な歴史的な景観資産とし

て後世に伝えたいと考えているため。

登録申請書について

あり　・　なし

備考

他法令による指定状況について

内容 年月日

指定なし ー

市道00-273

公開　可・不可

 日枝神社は、貞観２年（860年）に９か村の氏子が共同して勧進した旧

村社であり、以来春秋の例大祭、元旦祭を中心に祭礼が行われている。

 市道（参道）の先に境内があり、鳥居や社殿を望むことができ、地域の

ランドマークになっている。

 最寄りの山王小学校の校歌にも歌われるほど、古くから敬われる地域の

シンボルである。

本殿：17世紀前期、拝殿：18世紀前期(江戸時代）

公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

木造 公開　可・不可

図面等

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし

景観カルテ（建造物等・樹木）
1

登録区分
建造物等

歴史的・文化的価値を有するもの

公開　可・不可

公開　可・不可

日枝神社
山王町14-2 公開　可・不可

平坦田園地区 公開　可・不可

1



様式第9号（第3条関係）

・江戸時代に建てられた本殿、拝殿のほか境内には江戸時代の石造物が多く存在し、周辺の樹木とともに歴

史的な景観を形成している。

・神社の氏子や地域の自治会等により日常的な清掃がなされ維持管理されている。

・周辺道路からの視認性も認められる。

登録に当たっての意見等

登録に当たっての意見等

写真等

2



様式第9号（第3条関係）

受付番号

種類

内容

名称

所在地

所在地の景観類型の地区

所有者名

所有者住所

所有者連絡先

景観資産の内容

建築（設置等）の年代等

位置・範囲

立面図

平面図

その他

構造等

望見できる場所

申請書の有無

登録申請する理由
元総社町のランドマークの一つとして存在する事で、地域の歴史や特性を

未来に語り継ぎ、地元への愛着を醸成するための一助としたいため。

登録申請書について

あり　・　なし

備考

他法令による指定状況について

内容 年月日

指定なし ー

市道17-948

公開　可・不可

 元総社町の蒼海土地区画整理事業区域付近は、かつて上野国府や蒼海城

が設けられた古代から繁栄してきた地域である。蒼海宿は蒼海土地区画整

理事業区域内に建設された不易流行の考え方に基づくコンセプトタウン

で、６棟の和風建築物と体験農場により構成されている。特に和風建築物

には養蚕農家のデザインを取り入れた建物や、再築前橋城の櫓をイメージ

した展望台を備えた建物も存在する。

公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

公開　可・不可

図面等

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし

景観カルテ（建造物等・樹木）
2

登録区分
建造物等

地域のランドマークとなっているもの

公開　可・不可

公開　可・不可

蒼海宿
元総社町1378-1 公開　可・不可

既成市街地 公開　可・不可

3



様式第9号（第3条関係）

登録に当たっての意見等

・蒼海宿は、養蚕農家や再築前橋城など地元前橋にちなんだ歴史的な建物をモチーフとした和風建築物でデ

ザインが統一されており、地域の歴史や特性を語り継ぐランドマークとしての役割が期待できる。

・周辺道路からの視認性も認められる。

写真等

4



受付番号

種類

内容

名称

視点場の位置及び風景の範囲

所在地の景観類型の地区

所有者名

所有者住所

所有者連絡先

景観資産の内容

建築（設置等）の年代等

位置・範囲

立面図

平面図

その他

構造等

望見できる場所

申請書の有無

景観カルテ（風景と視点場）
3

登録区分
風景と視点場

豊かな自然により構成される風景
赤城山外輪山等から見る大沼・小沼・覚満淵と赤城山外輪山との眺望

赤城山外輪山等
森林地区 公開　可・不可

公開　可・不可

公開　可・不可

赤城山外輪山等に登ると、眼下に大沼・小沼・覚満淵を見ることができる

が、これら湖沼と周囲の赤城山外輪山によって形成される景色は、四季

折々や天候でいろいろな表情を見せ、登山者の目を楽しませてくれる。

図面等

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

あり　・　なし 公開　可・不可

公開　可・不可

内容 年月日

ー ʷ

登録申請書について

公開　可・不可

赤城山外輪山等

―

他法令による指定状況について

あり　・　なし

備考

登録申請する理由

5



写真等

登録に当たっての意見等

・市街地等の麓から見る赤城山の姿は市民にとってのアイデンティティーとして定着している。また、赤城

山の山々に登って体感する景観についても、前橋市ならではの味わい深い景観と認められる。

②鳥居峠から覚満淵方面を望む①駒ヶ岳から大沼を望む

④姥子山から大沼方面を望む③地蔵岳から大沼を望む

⑤鍬柄山から大沼方面を望む

大沼

小沼

覚満淵

黒檜山

駒ヶ岳

地蔵岳

姥子山

鍬柄山

出張山

薬師岳
陣笠岳

鳥居峠

①

②
③

④

⑤

6


